課外活動団体　代表役員の皆様

学生支援室では、課外活動の活性化および環境整備を目的として、下記のとおり「特別助成制度」の募集を行います。申請を希望するクラブ団体は、内容をご確認のうえ、期限までに必要書類をご提出ください。

１．制度概要
本制度は、クラブ団体が共用する高額な物品や設備の購入費用の一部を助成するものです。
対象となる内容
· 団体の活動に必要な共有物品で、長期的な利用が見込まれるもの
· 一般助成では対応が難しい高額物品（１０万円以上）の購入案件
※  個人所有物、消耗品、活動費（遠征費など）は対象外とします。

２．助成金額
· 助成率：購入費総額の 10分の9以内
· 助成上限額：50万円
※  残額（自己負担分）は団体で負担していただきます。
特別助成の自己負担分を一般助成の経費報告に計上することはできません。

３．募集期間
2026年7月1日（水）～2026年7月20日（月）
※期限を過ぎた申請は受理できませんのでご注意ください。

４．申請方法
以下の書類を学生支援室まで提出してください。
提出書類一覧
1. 特別助成申請書（本学HPの「課外活動に関する様式」よりDLできます。）
2. 購入希望物品の見積書
3. 物品の仕様書・カタログ等（性能・用途が分かる資料）
4. その他参考資料（どの店舗、サイトで購入可能か、など必要に応じて）

５．選考方法
提出書類に基づき、以下の観点から総合的に審査を行います。
· 活動への必要性・有効性
· 利用頻度および継続的な活用見込み
· 団体への波及効果
· 費用の妥当性

※必要に応じてヒアリングを実施する場合があります。

６．結果通知
審査結果は、2026年8月頃（予定）に各団体へ通知します。

７．採択後の留意事項
· 購入手続き、代金の支払いは事務局で行います。
· 備品は団体共有物として適切に管理すること。
· 大学から求めがあった場合、「後援会だより」への寄稿に協力すること。

８．問い合わせ先
学生支援室（課外活動担当）
TEL：082-830-1522
Email：gakusei@m.hiroshima-cu.ac.jp

９．その他
· 申請内容に虚偽が判明した場合、助成決定を取り消すことがあります。
· 予算の都合により、採択件数や助成額が調整される場合があります。

